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給付付き税額控除 

(番号制度）の本格的な稼動及び定着を前提に、・

・・総合合算制度（医療、介護、保育等に関する
自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕組
みその他これに準ずるものをいう。）、給付付き
税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わ
せて行う仕組みその他これに準ずるものをいう）
等の低所得者に配慮した再分配に関する総合
的な施策を導入する。 
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給付付き税額控除の４類型 
第１類型ー勤労税額控除（EITC)。クリントン、ブレア   

       のワークフェア思想。勤労により自助努力で生活    

  能力を高めていくことを支援する。オバマのMWP  

  税額控除。 

第２類型ー児童税額控除（CTC）。世帯人数に応じ税   

      額控除。母子家庭の貧困対策・子育て支援によ 

   る少子化対策に有効。 

第３類型ー社会保険料負担軽減税額控除。低所得層   

      の税負担・社会保険税負担を緩和。還付・給付は   

   なし。オランダ 

第４類型ー消費税逆進性対策税額控除。消費税率引  

     上げによる逆進性の緩和策として導入。基礎的   

       生活費の消費税率分を所得税額から控除・還付 
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０９年インデックス 



諸外国における給付付き税額控除の導入状況 
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英国の給付付き税額控除 

家族要素

児童税額控除

勤労税額控除

＜年間収入　（単位：ﾎﾟﾝﾄﾞ）＞

4,825
(72.4万円）

545

43万円

6,655

6,420

5,630

6,655(100万円）
6,420（96万円）

790

2,845

6,420
（96.3万円）

9,048
（135.7万円）

18,214

（273万円）
24,112

（361万円）

50,000
（750万円）

58,170
（872万円）

545

3,810
  =
57万円

子供
要素

＜税額控除額　（単位：ポンド）＞

逓減率39％

逓減率6.67％

東京財団報告書より 
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キャメロン政権のユニバーサルクレディット 

英国政府資料 



オランダの勤労税額控除(２０１０年） 

鎌倉・東京財団報告書 



  カナダの逆進性対策税額控除(2010年） 
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年間世帯収入

年間収入に占める租税負担割合(％)

現行制度（税率5%） 税率10%（一律） 食料品軽減（5%） 消費税税額控除（ケース1） 消費税税額控除（ケース２）

出典：「平成21年全国消費実態調査」(総世帯)より推計

所得階級別消費税負担割合 
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2011 2012 2013 2014 2015 ・・・ 2018 
6月 秋以降 6月 1月以降 

大綱 

番号法案 

関連法案 

国会提出 

第三者機関の設置、業務開始 

法案成立後、 

可能な限り早期に 

番号 

交付 

利用開始 

 
（社会保障分野と税務分野のうち、 

利用可能な範囲） 

可能な限
り早期に 

番号法の 

見直しの検討 
（利用範囲の拡大 

を含む） 

利用開始から 

約3年後 

出典：社会保障・税番号大綱に基づいて作成 

パブ 

コメ 

夏 

社会保障・税共通番号の導入 
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諸外国の資料情報制度（個人） 

日本 アメリカ イギリス（注3） フランス 
スウェーデ

ン 

フロー 

金融所
得 

利子    ×（注1） ○ ○ ○ ○ 

配当 ○ ○ ○ ○ ○ 

株式譲渡 ○ ○ ○ ○    ○（注4） 

事業所得 × × × × × 

給与所得 ○ ○ ○ ○ ○ 

不動産譲渡 ○ ○ ○ ○    ○（注4） 

国内送金、預金の入
出金 

× ○ × × 不明 

海外送金 ○ ○ × △（注２） 不明 

ストック 

金融資
産 

預貯金口座
開設 

×    △（注2） × ○ 

  ×（注5） 
株式保有 × × ○ × 

不動産 × × × × 

貴金属 × × × × 

海外資産 × ○ ○ ○ 

出典：OECD “Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series”ヒアリングに基づき作成 

注1：源泉分離課税、注2：但し、記録保存義務あり。当局から要請があれば開示。 
注3：イギリスにおいては、法定資料提出義務者は、税務当局の求めに応じて、法定資料を提出しなければならない。 
注4：報告対象はいずれも売却価格である。 
注5： 2008年を最後に富裕税が廃止されたことから、貯蓄残高等、従来報告対象とされていた情報の提出義務がなくなった。  
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論点１ 

１、政策目的の明確化 

  雇用促進、子育て支援（少子化対策）を組み合わせた設計が
必要。「一定所得以下の世帯に勤労所得に応じた税額控除・給
付を行いつつ、子どもの数に応じて給付額を増加させる」ことが
基本。年金世代への給付をどう考えるか。 

２、既存の社会保障制度との整合性 

 （１）生活保護との整合性。若年層の生活保護受給増加を未然
に防止するには、勤労を条件に、低スキル労働者・非正規雇用
者に対してプレミアムを給付し生活保護受給額より手取りを多
くすることにより、勤労インセンティブを与える必要がある。職業
訓練中の生活保障制度との整合性も。 

  英国ブレア政権は、トランポリン政策として積極的労働政策と
セットで導入。米国では、「最低賃金でフルタイム働けば貧困ラ
インから抜け出せる」ことが基本哲学。最低賃金制との整合性 

 （２）わが国の母子家庭の6割近くが相対的貧困。児童手当・児
童扶養手当の抜本的改組による児童税額控除制度の導入も。 



論点（２） 

３、制度の簡素化 

（１）米国不正受給の多い原因は、制度の複雑性にあ
る。カナダ型のシンプルな制度は不正の問題が少
ない。 

（２）申告(米国）ではなく申請（英国、カナダ）に 

（３）給付のいらないオランダ型は魅力的。年末調整の
活用は？ 

（４）適用除外ー一定以上の資産・資産性所得がある
者を適用除外するためには、源泉分離課税となって
いる利子所得などを名寄せ・把握できるよう申告分
離課税に改める必要がある。 



論点３ 

４、執行にまつわる課題 

 （１）執行官庁 

   先進諸国の例をみると、徴収の一元化を前提に、基
本的に税務官庁が執行。ただ英国キャメロン政権は、
これまでの多重な給付付き税額控除を整理統合した
ユニバーサル控除を2013年実施に向け準備中で、社
会保障官庁が一元的に取り扱うとしている。オランダ
型は、税と社会保険料の徴収一元化が必要。 

 （２）不正受給の防止 

   正確な世帯ごとの所得の把握が必要となるので、
2015年から稼働予定の番号を活用し、課税最低限以
下の所得についても管理する必要がある。（一括管理
か、国・地方の情報連携か） 

（３）地方自治体の関与・地方税をどうするか   



論点４ 

５、その他 

 

  税制と社会保障制度を一体的にとらえ、所得再分配
を効率よく行える新たな政策ツールを持つことは、わ
が国の所得し再分配政策の効率性を上げる。 

  加えて、わが国の縦割り行政を変え行政の効率化に
もつながる。早急に責任官庁を決め、市町村の協力・
関与も含めて、わが国の実情に合った具体的内容の
検討を開始する必要がある。 

   


